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開会 

１．開会 

２．議事 

（１）アンケート調査の状況報告     

委員：アンケートが回収されなかったひとり暮らしの認知症の方や地域で孤立されている

方は個別に対応したほうがよいと思われます。 

委員：８期の時もそうですが、要介護認定者のアンケートの回収率のほうが、一般の方よ

りも低い状況です。また、要介護認定者には必ずケアマネジャーがついていますの

で、今後の対応として例えば問い合わせ先をケアマネジャーにするとか、モニタリ

ング訪問にいった時に一緒に回答するというような協力ができるのではないかと

思います。 

委員長：こちらの調査につきましては、全体的な部分を把握していくというところになり

ます。実際に少し調査から漏れてしまった方へのフォロー等につきまして、またケ

アマネジャーの協力ができるということです。事務局から何かございませんか。 

事務局：アンケートを送付する時、回答にお困りの場合はケアマネジャーに声をかけてく

ださいと追加してはどうかとのご意見を窓口でもいただいております。無理のない

範囲でケアマネジャーの方々もご協力いただけたらありがたいと思います。 

委員：フォローが必要な一般高齢者を発見した場合にどこにどのように通報したらよいか

というシステムが必要かと思います。 

委員長：一般高齢者の場合、制度の狭間に入ってしまうようなところもあるかと思います

ので、その辺のシステムについて構築が必要といったご意見ですね。 

事務局：アンケートの要介護認定者・一般高齢者にも、アンケートに家族や親族の方、ケ

アマネジャーの代理回答可能と案内に入れております。また、今ご意見をいただい

たような気になる方があれば、高齢介護課までご連絡いただいたら、こちらで対応

を検討させていただきます。 

委員：ひとり暮らしでケアマネジャーが関わっていないケースの場合、どなたがどのよう

にアウトリーチされるのでしょうか。 

委員長：この問題は次の介護保険事業計画の中に含まれると思いますので、その時にご検



討いただきたいと思います。 

（２）加東市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画の検証 

委員：シニアクラブについて、登録クラブ数や会員数が減少しているという説明がありま

した。地域社会は地域づくりの担い手として、主婦層と高齢者に依存しすぎており、

労働市場への参加が非常に難しいと思います。社会教育委員や人権擁護委員は、高

齢者を支える人材育成のほうに回ってもらったらどうかと思います。「まちかど体

操」にもっと市議会議員に来てもらうよう訴えました。また、シニアクラブですが、

事務局が行政になっておりますが、これを法人化にしてはどうかと私は思います。

いかがでしょうか。 

委員：シニアクラブ会員の減少は歯止めが効かず、全国的にも減っております。これはど

うしようもないということで、県老連の会長も頭を悩まされています。加東市にお

いて令和３年９月現在、加東市で 65 歳以上が 10,758 人でございます。そのうち、

会員数が 4,502 人で、入会率は 42％です。入会していない人が 6,256 人という結

果が出ております。原因の一番は高齢者になってお世話する役になりたくないとい

うところです。そして入ったらどのようなメリットがあるのかということもござい

ました。それと集団組織の煩わしさや面倒なことに関わりたくない、個人同士の仲

間で楽しみたいという結果になっております。また、就労年齢の上昇、これにより

まして忙しくて活動ができないということもあります。70 歳までの継続雇用制度

が導入されておりますので、働いているから入らないということもございました。

また高齢者の意識の変化により自分のことを高齢者だと思っていない方がたくさ

んおられました。 

委員長：ありがとうございます。あと２つご意見がありました。１つは、人権擁護委員と

社会教育委員、この辺りに社会的活動に入っていただくということと、もう１つは、

市議会議員の方もぜひ現場を見ていただきたいといったご意見かと思います。この

点については事務局でよろしいですか。 

事務局：人権擁護委員さん、社会教育委員さんそれぞれの目的に応じて活動していただい

ているという認識です。 

委員：シニアクラブについて法人格の資格を取ってやってもらったらどうかと思います。

独立して、働いている人も安心して活動に参加できるようにしたらどうかと思いま

した。 

委員：他市のシニアクラブでは行政ではなく、個人でお金を払って事務職員を雇っておら

れるところがあります。もう二十何年かになると思いますが、社会福祉協議会なし

ではシニアクラブは活動できません。市のほうからたくさんの補助金をいただける

のであれば、もちろんすぐに人を雇って専門でやってもらえるのですが、なかなか

そうはいきません。 

委員：第６期の計画書に、地域包括ケアシステムの構築と書いてあるのですが、今、地域

の実態とは乖離していると思います。ここに「つながりノート」とあるのですが、

個人情報保護法があるのでケアマネジャーさんはその人にとって必要な情報は共

有しますが、認知症の人や虐待を発見しても、どこにどのように通報してよいのか

一般の人は分かりません。地域包括ケアシステムは地域住民参加型になっています

から、力を入れていかないといけないと思います。協議体も１層のコーディネー

ターも２層のコーディネーターも住民の方には見えないような気がします。 

委員：関連することですが、日本の縦社会という構造の中で世間体の文化等により、なか

なか求めを言わない文化があります。そのために精神的励まし、情緒的サポート、

つまり、ごみ出しや草取りや電球の取り換えといったことで、地域の住民しかでき

ないことがあるのですが、情緒的サポートがちょっと今かけているのではないかと

思います。 

委員長：地域の発見のシステムといったところが実際に使えない状態になっているのでは



ないかというご意見と、情緒的サポートといった辺りなのですが、こちらは事務局

いかがでしょうか。 

事務局：ひとり暮らしの方、どこにもつながりのない方、孤立している人への問題という

ことはこちらも認識しております。地域のことをよくご存じである民生委員さんと

のつながりは意識して連携を取るようにしています。民生委員さんも 12 月に新し

い方に変わられたという機会でもありますので、地域でお困りの方があれば、いつ

でも高齢介護課のほうにご相談くださいということは、今後いろいろな定例会で研

修やご説明をする機会があるかと思います。そういったところは個別のケースを通

じてや、全体的にも周知をしていく予定にはしております。 

委員：情緒的なサポートということで、この情緒的なところのサポートをするうえで、先

ほどから出ています人権の意識、人権の学習が大事なのではないかと思います。シ

ニアクラブの方も２年間研修ができなかったとおっしゃっていましたが、そのよう

なかたちでできていないことで情緒的サポートが失われつつあるのではないかと

思います。そのような意味でもまだまだ研修は必要だと思います。 

委員：第６期の計画の中に「つながりノート」がありますが、私は見たことがないです。

これはどのようなものですか。個人情報保護法がありますが、ケアマネジャーの中

では本人や家族の同意を取って、一定の情報共有ができます。大事なのは、患者さ

ん本人や家族が自分の情報を知っていることではないかと思っています。 

事務局：「つながりノート」については私も存じ上げていないので、それについては詳し

く説明はできませんが、今の状況でいうと、ケアマネジャーと主治医の先生との連

絡を取るための連絡票というのはできています。それにより先生とのやり取りをし

ていると聞いております。もちろんご本人、ご家族さんの了解のもとに情報のやり

取りをしていくというのが基本ベースになっております。ただ、薬局さんや歯科医

師の医院さん、各関係機関でこの人どうだろうということについて個別で情報提供

をいただきますと、担当のケアマネジャーさんを通じてや、こちらが知り得ている

情報をもとに辿っていくことは可能です。システムというような決まったルートが

あるわけではないのですが、個別に今は対応させていただいているという状況で

す。 

委員長：視点を変えさせていただきまして、リハビリ「まちかど体操」等の介護予防につ

いて、この観点からいかがでしょうか。 

委員：理学療法士の観点からお話させていただきます。これは 10 年以上の取組になって

くるのかと思います。最初の頃に私も関わらせていただいたこともあったのです

が、先ほどご説明があったとおり、少し減ってきてしまうといったところがあり、

その辺りのことは少し問題になってくるのではないかというように捉えておられ

ると思います。具体的にこういったところにどんなアプローチをしていくか、工夫

をしていくかは皆さんに教えていただきたいと思います。 

事務局：市のほうでは年２回、リーダーやサポーターに対して研修会を行いまして、お互

い情報交換や交流を持っていただいて、皆勤の方には表彰状をお渡しして意欲を高

めていただけるようなかたちで支援をしております。たとえ少人数になってきて

も、参加できる場所、通う場を残したいということで、できるだけ皆さんに続けて

いっていただくように声掛けをさせていただいております。後は、解散してしまっ

た地区についてですが、リーダーさんとお話をしまして、フォローが必要な方がい

ましたら個別支援に入らせていただいて、今活動をしている場で次に行く場につい

て紹介でつなげていくような関わりはしております。 

委員：丸 10 年まちかど体操教室を実施しています。立ち上げ時は、40 人、50 人であり、

地区をわけてやっていました。シニアクラブだけではなく、これは地区全体でやら

なければならないということでやっていたのですが、後から入ってくる人がいませ

ん。それとコロナの関係があり、そして亡くなる方がおられまして、今 14、5 人し

かいません。それが現状でございます。おそらく他の地区もそのようなかたちでは



ないかと思います。マンネリ化していると思います。何か変わったことをしないと

いけません。発表会などを文化会館でしたりもしましたが、この辺で何か変わった

ことで魅力のあることができないでしょうか。とにかく来てもらわないことには意

味がありません。このような貯筋通帳を最初につくってもらいました。これは非常

に効果があると思います。子どもの夏休みのハンコみたいなものです。こういった

ことも兼ねまして、新たにこの辺で、一発逆転で何かやらないといけないと思って

おります。 

委員：コロナ禍で体力が弱ってしまったので、体操に参加される方もおられました。その

中で、先ほどもお話がありました、理学療法士の方に来ていただいて足腰の弱い方

やその辺のお話をしていただきました。体操教室は１つの居場所づくりでもありま

す。今後、引き続きやるにあたっては、先日、事務局のほうでリーダー研修があり

まして、90 歳以上の方に皆勤賞を、これからの高齢者に脳トレということで認知

症予防といったことも講習していただき、持って帰ってまた指導するというやり方

をしていこうと思っております。また、もう１つ、地域を支える仕組みづくりで、

認知症の方への支援の充実ということで行われております。これにつきましても、

民生委員のほうでも高齢者の方に対する声掛け運動ということで実際に地区を

周って声掛けをするということを事務局とも合同でさせていただきました。その結

果、地域のほうで高齢者の方が迷っておられて声を掛けることができて助けること

ができたという声も上がっております。従いまして、また今年も民生委員のほうも

やっていきたいと思います。 

委員：シニアクラブのニーズが減ってきているというところでヒントをいただいたのかと

思います。理由も 1つ絡んでくると思っています。本人同士で楽しみたいといった

ニーズがあったり、集団組織に煩わしさを感じていたりするなど、そういった方々

のご意見も出てくるということであれば、完全に切り離すのはよくないと思うので

すが、形態のあり方を少し検討してみるとか、小さな集団だけど、それもどこかで

何かのかたちでつなげていくようなかたちを取ってみるとか、情報をいただいたと

ころから少しヒントが出てきたのかと思っております。事務局のほうからもお話が

あったと思いますが、解散した地区のフォローは大事になってくるので、再開とい

うところに持っていくところに重点を置いていく必要があると思います。また、ポ

イント事業が出てきていましたが、しっかりと活用していくところ、社会参加の促

進というところもあるかと思いますので、体操教室の人数が増えた、減ったという

ところだけに重きを置くのはどうかというところがあります。加東市全体として高

齢の方がしっかり社会参加ができているかという総合評価ができればよいかと思

います。それぞれの活動をしっかり継続してやっていきながら、それをつなげて

いって総合的にどうかというような評価ができていけばよいと思っています。 

委員長：他にいかがでしょうか。 

委員：地域の歩いて行けるところで、パブリックだけではなく、民間でいろいろな集う場

所やリハビリのできるところを高齢者自身がみんなでつくっていき、フォローして

いくことが必要だと思います。認知症の人も歩いていけるところで、地域の人の支

えがあればできるのが重層的事業だと思っています。 

委員長：歩いて行けるというところも、地区によってかなり違いがあります。地域性を捉

えながら考えていく必要があると思います。貴重なご意見をありがとうございま

す。 

委員：シニアクラブで人数のことをあまり基準にしなくてもよいのではないかと言われま

したが、私もそのとおりだと思います。まず、しっかりした組織づくりが必要です。

個人の力は弱いので、組織づくりをまず重点的に考えるべきではないでしょうか。

また、地域の欠点として、近隣のネットワークづくりに一番支障をきたしているの

が、組織運営が新しい住民や新しい動きに対してどうしても閉鎖的になるところで

す。 



委員長：地域のネットワークも含めながら、新しく来た人たちが入られるような地域づく

りも必要かと思います。今のご意見を私のほうでまとめると、1つは、地域住民の

意識の醸成といったところで、つながりづくりというものが必要ではないかという

ところが皆さんのご意見から課題として出てきたかと思います。もう 1つは、様々

な取組を非常に頑張って取り組んでいるというところですが、それがちょうどいま

10 年目を迎えたり過渡期にきているということで、その継続性であるとか、ここ

で一度見直して工夫をしたりしながら継続して住民の人々が参加しやすい、そして

参加できて、つながりができ、そして自分らしく生きることができるようなそう

いった取組というものをもう一度検討が必要ではないかというようなことで、この

２点に集約できるのではないかと思います。では、一旦ここでこの議論については

終了させていただきます。 

（３）加東シニアいきいきポイント事業の概要 

委員：ボランティアポイントのことで、今ある介護施設などが、介護が必要でない高齢者

の方の居場所づくりになったり、またその方に就労する能力があれば、事業所が必

要とすれば雇用につながったりする可能性もあり、使い方によっては今ある施設な

どの仕組みが変わるような大きな事業だと思います。ボランティアポイントのメ

リットが書いてあるのですが、これはボランティアポイントだからと加東市はＰＲ

するわけですよね。これと同じ役割を持っている既存のボランティアがもう既にあ

り、それに対してはＰＲが薄いような気がします。だから、ボランティアポイント

と既存のボランティアの名称をわけずに、全体的にこのようなボランティアがあっ

て、こっちはボランティアポイント、こっちはボランティアポイントじゃないけれ

ど、このような活動があるということを、もう少し市民にわかるようにしたらよい

と思います。第８期の介護保険事業計画の 25 ページにも、参加したいボランティ

アの内容のところで、「参加したいと思わない」、それから無回答が半数以上ありま

す。加東市のために有効な活動をされていることが周知されないのも、このアン

ケートの結果に反映されているのではないかと思います。それから、ボランティア

ポイントに戻った時に、管理機関とマッチングするところがすごく重要な役割を果

たすと思います。施設に受け入れる気持ちがあって、またその活動したいという方

がそういう気持ちがあっても、やはり相互にメリットがあるように相談に乗ると

いったことがしっかりとできないと、形だけのものになってしまうのではないかと

思います。それからボランティアポイントの予算のこともあるのですが、中高生な

どに活用してもらえないかといった意見もありました。自分の力が誰かのためにな

ることを若いうちから実感してほしいという思いからです。年齢を全部撤廃して就

労されている方にも参加していただけるようなポイントに将来はなっていけばよ

いと思います。 

委員長：１点目は、雇用へとつながるというような建設的なご意見でした。それを含めま

して、中高生への活用への検討、後はマッチングの問題、既存のボランテイアとど

う整合を取っていくかという意見だったと思います。事務局のほうからその辺りに

ついていかがでしょうか。 

事務局：雇用ということにつきましては、このボランティアポイントと事業とはまた違う

かたちで、必要であれば個人的にお話して調整していただけたらと思います。また、

既存のボランティアもということで、市のほうも７月頃から加東シニアいきいきポ

イント事業の活動内容についてＰＲさせていただいて、実際この活動をされている

方も含め、市民全体に啓発をさせていただいて、この活動をしてみたいと思う方は

ぜひ登録をいただきたいと思っております。団体活動でなく個人のポイント事業で

すので、個人で行っていただいたことに対してポイント付与をする予定にしており

ます。また、管理が難しい、マッチングが重要だということで、非常に技術がいる

かと思います。施設の状況、本人の状況などを相互メリットということを考えなが



らの調整になりますので、事業をやりっ放しではなく、実際開始しましたら、シル

バー人材センターや受け入れ施設などにも声を聞かせていただいて、アンケートや

打ち合わせなど情報交換会という形で行い、スムーズに事業が進んでいくようにし

たいと思っております。もう１点、中高生の活用のことにつきましては、若い方の

力ということは非常に期待ができると思うのですが、高齢介護課のほうの介護予防

のいきいきポイント事業につきましては、国の定めによって介護予防事業を、第１

号被保険者を対象として 65 歳以上の方ということでスタートをする予定です。中

高生になりますと、また別のご意見や調整が必要になってくるかと思いますので、

ご意見としていただきたいと思います。 

委員：非常によいポイント制度だと思います。体操にするにあたってモチベーションが上

がって、それぞれのやる気が出るのではないかと思います。また、体操する方のコ

ミュニケーションづくりにもなりますし、よい考えではないかと思います。また、

私もリーダーをしているのですが、来ていただく方にもお話がしやすくなり、進め

ていただければありがたいと思います。 

委員：重層的事業はコミュニティソーシャルワークを基本にしています。住民が底上げし

ない限り、トップダウンではいつか事業に限界がくるのではないかと思います。ボ

ランティア教育を誰がするのかといったら、みんなで検討しながらされたらよいと

思うのですが、やはり施設の方にもきちんとボランティア教育されていないと施設

の方も困ります。今やＳＯＳは小中学生に声を掛ける時代になっていますから、対

象は全地域住民だと思います。いかがでしょうか。 

委員長：ボランティア教育というところでは、非常に重要だと思います。福祉マインドを

育てていくには、やはり小中学生から育てていくということは大事だということも

理解しているつもりです。こちらのほうは高齢者を中心に考えていくというところ

がありますので、この辺との兼ね合いをどうしていくのかというところが課題であ

ると思います。 

委員：阪神淡路大震災の時に、特定非営利活動法人、ＮＰＯ法人が設立されたと思います。

このボランティアとＮＰＯの関係について、ボランティアは個別性、単発性で非常

に不安定であり、ＮＰＯは組織性があり継続性があり、安定的に後ろ盾があります

のでＮＰＯのほうがよいということがあります。ボランティアは非常に難しいとこ

ろがあります。 

委員長：ボランテイアの理解というところも地域に必要かといったご意見かと思います。

ソフト面のほうは、教育といったところについてのご意見もありました。事務局い

かがでしょうか。 

事務局：高齢介護課では、サポーターの養成講座、介護予防といった形で 30 代以降の参

加や、体操教室では比較的若い方の養成をして介護予防に携わってもらっていま

す。 

事務局：学生や 65 歳以下の方については、ご意見としてはそのとおりだと思っておりま

す。まずは今回の高齢者のボランテイアポイントで課題やいろいろなところが見え

てくるかと思います。そういったものを含めて、もう少し若い年代からもボラン

ティアとして社会参加してもらい、それがお給料とはまた別の世界で社会参加、社

会貢献というものを根付かせていくということも必要かと思っております。それに

ついてはすぐにということではありませんが、前向きに考えていきたいと思ってお

ります。 

委員：地域づくりの４原則の中に、地域の福祉教育や組織化があります。もう１つ具体的

に言うと、安心キットというものがありますが福祉総務課で本当に各家庭にいきわ

たっているかという検証がいるのではないかと思っています。ハードルが高いので

あれば、もう少し対象を変えていくとか、ひとり暮らしで認知症が進んでいる方に

とって、本当にどれだけ支援が必要なのかということも大事だというようなこと

で、事業をやるだけではなく地域の課題だと思います。 



事務局：安心キットについて回答させていただきたいと思います。安心キットというのは、

   災害時の要援護者の登録をされている方、例えば要介護３以上の方、障害者の手帳

   を持っておられる方で、何かあった時に地域の人に登録者の情報を渡して支援する

   事業になっております。自分の個人情報を地域の方に渡してもよいと同意した

   方に、最初の一回目だけ安心キットを全員の方にお渡ししています。ただ、この 

   事業については、かなり年数がたっておりまして、おっしゃるように最初に渡し 

   たものがどこかにいってしまったというところがあるということも把握しており 

   ます。そういった方については、希望によりますが新しくお配りしております。も

らったことも忘れてしまっているという方も中にはいるかと思いますので、その辺

りについては今後どうしていくか、またご意見をいただけたら参考にしながら取り

組んでいきたいと思っております。 

委員長：ありがとうございます。 

委員：中高生の話で排泄介助、下の世話をした途端ものすごいショックを受けていたとい

う話も聞いています。 

委員：そういったことはあると思います。24 年くらい前にデイサービスを始めた時に、

ボランティアの 20 歳くらいの学生さんが来られたことがあります。でも、その施

設がバタバタしていて何でもかんでも手伝ってもらっていて、入浴時に服を着替え

させてもらうなど、そのようなこともしてもらっていました。やはり若い女性の方

などは、男性の方もいらっしゃるので、最初に優しい気持ちがあっても、実際ちゃ

んと順を追ってやってもらうことなどを考えないとそういったことは起こります。

だから、もし中学生、高校生にボランティアポイントをするのであれば、直接的な

入浴介助、移動介助、排泄介助といったものではなく、自分たちの力でも今現在こ

の人たちの力になるということを選別してやってもらわないといけないと思いま

す。マッチングがすごく大事になってくると思います。 

委員：介護福祉士の資格がないとできないことはないのですか。 

委員：責任もありますし、例えばけがなどをした時に介護をした人も傷ついてしまうで

しょうし、そんなに直接的な介護は今現在ボランティアポイントのところでは施設

側としては想定していません。 

委員：要介護認定を受けていない人がデイサービスを利用されることはあるのですか。 

事務局：基本的には、要介護認定をお持ちの要支援１、２の方からしかご利用できません

が、もう少し簡易的なチェックリストというものがありまして、それに該当される

方が総合事業の事業対象者という区分けになるのですが、そちらになられた方には

デイサービスのご利用はできます。 

委員：ボランティアポイントの予算はどれくらいありますか。 

事務局：事業全体の予算といたしましては、令和５年度につきましては、委託料含めて

112 万円程度を見込んでおります。 

委員：やはり大事なのはＰＤＣＡサイクル、見直しだと思います。地域の実態、またアウ

トリーチをしっかりやって、地域の実態に即した計画ありきだと思います。新しい

事業を次々とされるのは大変ですし、シルバーさんでは荷が重いのではないかと思

います。安心キットもそうですが、国から下りてきているもので、情報共有という

ハードルがあるのであれば、それを加東市で使い勝手のよいように変えていくこと

も必要だと思います。孤立された認知症のひとり暮らしの方が多いのであれば、や

はりそこも検討していく１つの課題だと思います。最低の情報の共有は、もちろん

個人情報保護法もありますし本人の同意を得てからですが、そういうことも今の時

代この加東市では必要になってきているのではないでしょうか。 

委員長：情報の共有というところでは、先ほどもご意見としていただきました。事務局、

追加でご説明等ございますか。よろしいですか。今おっしゃっていただきましたよ

うに、ＰＤＣＡを回しながらボランティアポイントを考えてこられたということも

あると思いますので、建設的に見ていただきたいと思います。 



委員：ポイント事業の会員ですが、これはシニアクラブ会員のみなのですか。 

事務局：こちらはシニアクラブ会員のみとは考えておらず、65歳以上のすべての方を対

象に広く啓発をしていきたいと考えております。 

委員：介護保険事業の適正化についてです。前回、委員より加東市は要支援２の人が少な

く、要介護 1の方がすごく多いということをおっしゃっていただきましたので、な

ぜそうなるのかということを我々として話し合いました。要支援２と要介護１を足

したパーセンテージは、兵庫県も全国も加東市もほぼ同じになります。ということ

は、要支援２と要介護１は確かにパーセンテージが同じだから、ここで何かが起

こって要支援２の人が要介護１になっているということがあるのではないかとい

うことです。その時に、介護保険の相当サービスが予防の方に対して、今度セーフ

ティーネットの機能を果たしていないのではないかということになりました。第８

期の計画の 71ページです。介護保険相当サービスを使われている人数が、延べ 40

人ということは、３、４人しかないということです。要介護１と、要支援２のボー

ダーラインにいる人に対して、介護保険相当サービスの利用が加東市に３、４人し

かいないということになります。相当サービスが使えるかという時に、包括も迷っ

ているし、ケアマネジャーも使いにくいと言っています。介護保険相当サービスを

精査して使うことができたら、要支援２の人を区分変更して、要介護１にするとい

うことが減って、更に単価は予防の単価のままサービスも利用できる。介護保険相

当サービスについて早急に地域包括と居宅事業所のケアマネジャーが話し合いを

して、セーフティーネットとして相当サービスを使うということでルール化してい

けば、加東市だけが要支援２が極端に少なく要介護１が多いという状態をなくし、

かつ介護給付費に関しても抑えることができるのではないかと思います。それが適

正化のほうでのご提案です。また、包括的な地域ケア体制の充実というところです

が、地域包括支援センターの機能強化について、本当に地域包括の役割や地域ニー

ズは多様化しているので、行政一本の地域包括支援センターが今後ずっとというの

は厳しいのではないかという話が出ています。何年か前に西脇市がちょうど社会福

祉協議会や医療機関に委託された時に、加東市も確かそのような話が出ていたので

はないかと思います。現在は行政一本でよいかもしれませんが、今後、これだけの

多様化したニーズに対応していこうと思うと、やはり民間の力も必要になるのでは

ないかと思います。民間だからできることはあると思います。例えば、先ほどの安

心キットや要介護４以上の介護用品の給付などにしても介護保険事業ではないの

で、要介護３、４以上であれば必ずケアマネジャーはついているけれど、そこに頼

みにくいことは行政の配慮といったことからではないかと思います。今の包括がど

うこうということではなく、今後のことを考えると民間の包括は必要なのだと思い

ます。地域のマンパワーの活用やボランティアのことについても、社会福祉協議会

が頑張ってくれたらよいのですが、やはりニーズも重複していくので、そこを完全

分業ではなくニーズも含めてもう一度地域というものを考え直さなければならな

い時期にきているのではないかと思います。介護保険相当サービスですが、加東市

４万人で 40 人というのは少ないですよね。 

委員長：数字をどう読むかというところもあるのですが、事務局のほうにお聞きしたいと

思います。 

事務局：相当サービスにつきましては、今のところ介護給付の予防サービスと、通常のサー

ビスの数字しか頭の中になくて見ていなかったので、また確認してお伝えしたいと

思います。ただ、サービス量や給付状況については、全体的に近隣市町及び県や全

国平均と見比べながら、先ほど言っていただいた要介護１が一番多くて要支援が少

ないという部分につきましても、つい先々週、県と意見交換会の場を持ちまして、

要支援と要介護につきまして時間数の中で判定の部分でしか変わってこないとい

う部分があり、その辺の指摘も受けております。今後、検討していこうと考えてお

ります。 




